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ヒ

燭
占
債
絡
の
決
定
に
ワ
い
て

J、
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ
マ
ア
の
碕
占
榔
愈

ブL

土
方
歌
授
心
掛
占
詑

十、

描
占
惜
格
自
限
界
に
つ
い
て

十
一
、
土
方
敬
授
の
利
潤
白
濁
占
誼

十
二
、
結

前

調

占

の

本

質

私
は
此
小
論
に
於

τ新
奇
な
る
立
設
を
試
み
む
ご
す
る
の
で
は
な
い
、
最
も
陳
套
な
る
考
へ
方
を
味
解
す
る
事

に
よ
り
て
新
し
き
準
設
を
否
定
し
た
い
さ
思
ふ
。

デ
ィ
ク
テ
エ
ト

私
は
忠
ふ
o

濁
占
の
本
質
は
(
需
要
又
は
供
給
じ
よ
り
て
)
債
格
を
指
令
す
る
自
由
に
存
す
る
、
郎
t
，
償
絡
を

白
己
の
意
志
に
従
ひ
℃
決
定
し
得
る
地
位
を
離
れ
て
は
濁
占
が
考
へ
得
ら
れ
な
レ
。
勿
論
、
此
決
定
に
は
必
十
一

定
の
範
国
一
か
限
ら
れ
る
、
そ
れ
は
相
手
方
(
需
要
者
又
は
供
給
者
)
側
の
事
情
に
よ
り
て
奥
へ
ら
れ
る
o

併
し
な
が

ら
濁
占
な
ら
ざ
る
場
合
に
あ

b
て
は
債
格
が
或
る
範
圏
内
の
一
貼
に
定
め
ら
れ
、
需
給
双
方
は
こ
れ
に
従
ふ
の

み
、
猫
占
の
場
合
に
あ
り
で
は
一
方
が
此
範
圏
内
の
ゐ
る
勅
に
之
を
定
的
他
方
は
之
に
従
ふ
。
或
は
云
ふ
も
の
が

あ
ら
う
。
澗
占
者
に
し
て
最
大
の
刺
潤
を
求
む
る
限
h
J
、
彼
の
定
む
べ
き
績
格
は
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
、
彼
に
岡
恨
格



決
定
の
自
由
は
な
い
。
私
は
こ
れ
に
劃
し
て
答
へ
る
。
第
一
、
利
潤
の
極
大
な
る
黙
は
必
す
し
も
た
い
V

一
の
み
存

す
ご
(
需
給
線
上
の
)
云
ひ
得
べ
き
で
は
な
い
。
之
を
姑
〈
離
れ
て
考
ふ
る
に

L
1
も
、
第
二
、
彼
は
此
極
大
利
潤

駄
に
立
つ
ご
立
た
ざ
る
ご
の
白
由
を
有
す
る
。
彼
が
こ
の
上
に
立
つ
ご
し
て
も
そ
れ
は
市
場
の
欣
勢
に
よ
り
て
決

定
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
追
従
す
る
に
非
宇
、
少
〈
も
白
ら
之
を
定
め
る
。
師
団
格
の
高
さ
の
決
定
が
一
方
に
ゐ
h
τ

tま

国戸円。『ムロ

ι同〈日
ιロ
ω-

に
他
方
に
あ
b
て
は

一口
C1向
山
口
〔
出
ぐ
一
巳
口
町
出
一

。

こ
れ
に
闘
し
て
注
意
す
ぺ
当
事
の
第
一
。
此
債
格
を
指
令
す
る
自
由
は
債
格
を
強
制
す
る
白
由
主
異
な
る
o

強

大
な
る
権
力
を
以
て
一
定
の
人
に
共
所
有
す
る
尉
を
一
定
の
贋
格
を
以

τ引
渡
き
し
め
又
は
受
取
ら
し

U
る
時
、

債
格
強
制
の
自
由
ぬ
れ

H

と
も
慣
絡
指
令
の
自
由
は
な
い
。
筏
者
に
あ
ー
り
て
は
、
相
手
が
自
己
の
自
由
に
従
ひ
て
此

回
明
格
を
受
け
入
れ
る
。
前
者
に
あ
り
て
は
相
手
が
此
債
格
を
受
け
入
る
、
も
の
、
た
い
強
制
の
故
で
ゐ
る
。
権
力

去
ら
強
制
巳
h
u
時
此
債
格
は
認
め
ら
れ
十
、
責
買
は
成
立
し
な
い
o

勿
論
、
附
間
格
枇
念
の
決
定
如
何
に
よ
ー
り
て
、

強
制
に
よ
り
て
定
的
ら
る
、
代
償
は
慎
桁
に
非
4
y
z
一
五
ふ
見
方
が
成
立
L
得
る
。
ニ
れ
は
A
1
姑
〈
問
題
外
の
事
芭

し
党
い
o

第
二
、
痕
格
を
指
A

ザ
す
る
自
由
は
供
給
者
の
側
に
存
す
る
一
帯
が
ゐ

h
又
需
要
者
の
側
に
存
す
る
事
が
ゐ

る。

一
般
に
は
ぞ
の
白
由
が
供
給
者

ω側
に
存
す
る
場
合
の
み
を
濁
占
ご
し

τ、
え
に
れ
が
需
要
者
の
側
に
存
す
る

場
合
を
顧
み
な
い
。
然
れ

r
L、
一
市
要
正
云
ひ
供
給
正
一
耳
ふ
主
貨
幣
以
外
の
財
を
中
心
ご
仁
て
見
た
る
上
の
草
で

あ
ら
、
貨
幣
セ
一
一
砲
の
勃
ざ
し
て
之
を
中
心
ご
し
見
る
時
に
、
需
給
互
に
相
代

ι。
加
之
、

第
十
九
巻

か
の
白
尚
一
伊
需
要
者

言荷

ョ置

調
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本
質
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第
四
蹴

四
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九
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O

供
給
者
の
何
れ
の
側
に
存
す
る
に
し
て
も
、
共
通
の
事
象
が
之
に
継
起
す
る
。

炉
、
る
理
由
よ
ち
し
て
、
私
は
此

双
方
の
場
合
に
濁
Lru
が
存
立
す
さ
見
た
い
。

V

キ

ジ

見

、

オ
ヅ
ペ

y
ρ

イ
マ
ア
の
所
謂
販
責
濁
占
(
〈
2
5
c
F
E
O

凶

d
C
H〕

O
一

)

を
も
共
に
濁
占
の
概
念
の
中
に
包
指
せ
し
め
党
レ
ご
思
ふ
。

た
い
γ

従
来
の
間
半
設
、
阪
寅
濁
占
を
の
み
眠
中
に
置
き
化
る
が
故
に
之
を
考
察
せ
れ
U

ご
す
る
私
論
は
ま
だ
、
主

z
L

古
共
に
購
買
濁
占

(同一

-drmMZP目。ロ。勺
O
]
)

て
こ
れ
を
論
?
る
事
ど
す
る
。
私
は
こ
れ
よ
り
準
み
て
、
加
判
占
を
こ
れ
ご
相
類
似
し
、
従
ひ
て
混
同
せ
ら
れ
易
吉

も
の
ご
匝
別
す
る
こ
ご
に
よ
h
其
本
質
を
一
層
、
明
な
ら
し
め
允

ν
z思
ム
。

調

占
も、

』

多

占

濁
占
に
あ
り

τは
勿
論
説
守
が
存
在
し
な
レ
o

然
れ
ど
も
競
争
が
あ
る
程
度
に
於
て
存
在
サ

F
る
事
、
即
ち
競

弔
ず
の
制
限
ey以

τ置
に
濁
占
な

h
z
見
る
べ
き
で
は
な
い
己
思
ふ
。
此
制
限
せ
ら
れ
た
る
競
守
の
中
最
も
注
目
す

べ
き
も
の
が
二
あ
る
。

一
は
多
占
に

Lτ
他
は
優
勝
の
地
位
さ
一
お
ふ
ぺ
〈
、
此
語
若
し
誤
解
を
招
き
易
し
正
せ
ば

新
良
吉
も
名
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

多
占
に
あ
り
て
は
競
争

ω不
存
が
或
る
程
度
に
於
t
認
め
ら
れ
る
。
供
給
の
側
の
み
&
眼
中
に
置
い
て
考
へ

る
。
任
意
に
増
加

L
符
べ
か
ら
ざ
る
財
の
供
給
は
め
る
一
部
分
の
人
々
の
み
の
営
み
得
る
経
済
的
活
動
に
し
て
、

之
を
な
し
得
る
地
位
は
此
等
報
教
の
人
々
の
み
が
占
有
す
る
も
の
で
あ
る
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
か
る
が
故
に



こ
れ
を
多
占
(
噌
。
FI司
O

]

)

芭
名
づ
げ
る
。
而
し
て
此
等
多
占
的
地
位
に
あ
る
も
の
以
外
の
人
々
は
此
別
の
供
給
者

ご
し
て
競
争
す
る
事
総
は
争
、
叉
此
地
位
に
あ
る
人
々
も
、
現
に
所
有
す
る
財
の
範
闘
を
超
b
て
競
守
に
立
入
る

事
が
出
来
凶
。
此
限
度
以
上
の
競
守
を
試
み
る
こ
さ
は
す
べ
て
多
占
者
に

t
h
て
も
、
叉
外
部
の
人
々
に
ご
り
て

も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
多
占
は
一
方
に
於
て
濁
占
、
他
方
に
於
て
準
濁
占
或
は
不
完
益
濁
占
古
関
別
せ
ら
る
ぺ

き
で
あ
る
。
多
占
Z
濁
占
ご
は
勿
論
頗
る
其
越
智
延
〈
す
る
も
の
が
ゐ
る
。
即
ち
問
問
格
が
一
一
般
の
場
合
に
於
げ
る

が
如
〈
、
需
要
ご
供
給
ご
の
相
臆
す
る
結
、
詳
言
す
れ
ば
需
給
雨
線
の
相
交
叉
す
る
鮎
に
於
て
定
士
る
事
な
く
、

重
に
供
給
量
に
臆
じ
て
決
定
せ
ら
る
(
此
表
現
は
誤
解
を
招
き
易
い
が
今
詳
説
し
な
い
)
0

而
し
て
、
債
格
の
中
に
生
産
費
以
上
の
徐
剰
が
合
ま
れ
得
る
。
然
る
に
拘
は
ら
宇
、

差
異
が
あ
る
。
一
滴
占
者
は
葉
供
給
し
得
る
財
の
す
ぺ
て
を
貢
携
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
な
い
、
多
占
者
は
此

必
要
に
泡
ら
れ
て
ゐ
る
c

従
ひ
て
、
多
占
者
の
聞
に
は
葉
供
給
す
る
財
の
全
部
を
寅
携
は
む
己
す
る
競
宇
が
ゐ

二
者
の
問
に
は
明
確
な
る

石
、
濁
占
者
に
は
此
競
争
が
な
い
。
濁
占
財
の
内
部
に
於
て
貰
ら
れ
む
ご
す
る
競
字
削
も
内
部
的
統
守
め
り
ご
見

る
考
は
謀
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ら
l
濁
占
者

ω最
高
利
潤
を
翠
げ
な
が
錦
に
寧
ろ
責
れ
残
る
犠
牲
ご
な
る
こ

ご
を
甘
十
る
。
比
喰
的
に
云
ふ
な
ら
ば
、
濁
占
財
相
互
の
関
係
は
の
2
0
=
ω
n
E『
げ
に
非
十
し

τ
のめ旨
o
E
E
r急
で

あ
る
o

二
濁
占
財
の
背
後
に
は
軍
一
な
る
意
志
が
あ
る
、
多
占
財
の
背
後
に
は
多
数
の
意
志
が
あ
る
。
前
者
に
於

り
る
軍
一
の
意
士
山
は
債
格
を
指
令
す
る
事
を
得
れ
H

と
も
、
後
者
に
於
り
る
多
数
の
意
忘
は
之
を
指
令
す
る
自
由
を

諭

叢

樹
占
的
本
質

第
十
九
巻

(
第
四
統

宜
) 

四
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濁
市
内
本
質

有
L
な
い
、
金
供
給
量
ご
需
要
山
抽
臓
の
委
芭
に
よ
り
て
定
ま
る
積
格
(
需
要
者
の
続
事
に
し
て
十
分
に
行
は
る
、

限
り
)

に
従
ふ
の
み
。

此
の
如
〈
、
私
見
に
よ
れ
ば
多
占
て
濁
占
ご
の
間
に
は
明
確
な
る
一
境
界
が
あ
る
、

ニ
者
共
に
生
産
費
以
上
の
徐

剰
、
印
も
趨
費
伶
剰
を
件
ひ
得
る
に
し
て
も
、
此
倹
剰
の
性
質
、
其
成
立
の
機
構
に
は
明
な
る
差
異
を
存
す
る
。

然
る
に
此
二
者
ev--偽
同
し
、

多
占
を
以

τ濁
占
の
一
一
聞
な
る
か
に
見
る
考
は
如
何
な
・
心
理
由
に
基
〈
か
。
此
理
由

ざ
し
て
皐
「
べ
き
も
の
は
多
一
占

ω場
合
に
於
け
る
暗
黙
の
一
致
で
あ
る
。
其
考
へ
方
を
略
通
し
よ
う
。
多
数
の
供

給
者
あ
り
ご
し
て
も
其
問
に
意
志
の
明
示
的
な
る
一
致
ゐ
る
時
は
、
之
に
よ

h
て
成
立
し
た
る
軍
濁
の
意
士
山
に
よ

-
り
脚
恒
格
が
定
め
ら
れ
る
。
然
る
に
、

た
い
v

任
意
に
増
加
し
得
ぺ
き
財

ω濁
占
(
詳
言
す
れ
ば
含
ω
日比百円吋向。]丘一
n
r
o

恒向。ロ。司

o-Ezrzm〈

qEmzzzロ
]13ιzr円

g)
吉
一
五
ふ
特
殊
の
場
合
を
除

h
l
t
一
五
へ
ば
、
多
数
の
濁
占
的

(
諸
に
一
両
ふ
多
占
的
)
供
給
者
の
聞
に
契
約
に
よ
る
明
示
的
一
致
あ
る
も
、
然
ら
古
る
も
債
格
に
及
ぽ
す
結
果
に
於

て
何
の
差
異
も
な
い
。

か
、
る
一
致
な
し
Z
す
毛
も
供
給
者
の
問
に
於
て
暗
黙
の
一
致
が
成
立
し
、
債
絡
を
最
も

有
利
な
る
貼
に
導
〈
事
ピ
な
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
多
数
の
供
給
者
が
契
約
に
よ

h
て
一
致
オ
る
時
濁
占
の
成
立

す
る
が
如
〈
、
彼
等
が
増
加
し
得
イ
か
ら
ざ
一
る
財
の
稀
少
(
需
要
仁
劃
比
し

τの
)
を
認
め
か
、
る
暗
黙
の
一
致
を

生
中
る
以
上
、
同
ι

(
そ
こ
に
濁
占
あ
り
己
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
凶
。
此
見
方
は

V

キ

V

ス、

ア
等
に
共
通
な
る
も
の
で
ゐ
品
。
然
れ
ど
も
、
私
は
思
ム
。
多
占
の
場
合
(
或
は
論
者
の
言
葉
を
借
り
て
一
五
へ
ば
、

オ
フ
ペ
ン

ρ

イ
マ

s. 70CJ if. ; Oppenhcimer， ¥Vert K<'lpital-Lcxis， H 、月v.B. f. S. W. 6 Bd 
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濁
占
に
数
多
叫
供
給
着
の
参
加
ゐ
る
場
合
)

に
あ
り
て
は
、
供
給
者
は
原
則
ご
し
て
自
己
の
供
給
量
全
部
を
資
ら

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
従
ひ
て
彼
等
は

εの
全
部
メ
は
一
部
を
責
る
ご
資
ら

Y
る
ご
の
自
由
を
有
し
な
い
。
濁
上
口
り

場
合
に
あ
り
て
は
然
ら
守
、
最
大
利
潤
を
得
む
が
潟
に
は
一
部
の
財
が
責
ら
れ
ざ
る
自
由
を
有
す
る
。
従
ひ
て
暗

黙
の
一
致
ゐ
り
ご
し
て
も

ニ
れ
ご
契
約
的
な
る
明
示
の
一
致
ご
の
問
に
は
明
確
な
る
限
界
が
あ
る
o

多
占
は
決

し
て
濁
占
正
混
同
サ
ら
る
、
専
を
許
き
ぬ
。

多
占
の
場
合
に
あ
り

τも
澗
占
山
場
合
に
あ
り
て
も
供
給
数
量
の
一
定
せ
ら
れ
て
あ
る
事
が
決
定
的
の
事
柄
で

あ
る
、
此
数
量
の
一
定
さ
へ
あ
れ
ば
債
格
が
之
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
れ
る
、
供
給
者
が
た

v
一
人
に
止
ま
る
か
多

数
の
人
々
で
あ
る
か
は
問
題
ご
す
る
所
で
は
な
い
さ
云
ふ
考
が
あ
る
。
此
考
の
上
に
立
も
得
る
な
ら
ば
多
占
ご
濁

上
円
ご
を
混
同

L
、
一
一
者
を
多
(
仁
澗
占
の
名
稀
の
下
に
包
括
す
る
こ
己
、
な
ほ
一
理
が
あ
る
。
然
れ

E
も
、
前
に

遁
べ
た
る
が
如
〈
、
多
占
財
の
供
給
者
は
市
場
に
於

τ決
定
せ
ら
る
、
債
格
に
従
ム
外
は
な
い
、
鵬
判
占
財
の
供
給

者
は
之
に
反
し
て
一
定
の
債
絡
の
高
?
伊
-
自
ら
定
h
U

る
事
に
よ
り
℃
之
を
指
令
じ
得
る
、
而
し
て
供
給
し
た
る
財

の
一
部
を
利
盆
を
以
て
貰
り
残
す
事
を
得
る
。
な
ほ
ご
H
P
Z
関
聯
し
て
考
ふ
べ
き
は
供
給
量
を
中
心
ご
す
る
見
方

同
E
R
E
o
-《

凶
作

H丘
一
己

(-r
冨
g
m
p
色。

N
E
H
H
4
2
E
c
h
r
Z
ω
己
目
日
丹

=
E
Z
云
ム
見
解
で
の
る
。
少
〈

で
み
の
る
。

も
、
洞
占
の
本
質
を
考
慮
す
る
に
際
し
て
は
、
私
自
身
此
見
方
を
是
認
し
得
な
い
。
な
ご
雌
も
、
濁
占
古
云
ふ
事

象
が
供
給
の
車
意
的
(
軍
一
意
志
的
)
統
制
(
例
へ
ば
タ

p
v
ッ
グ
の
言
葉
を
借
れ
ば
札
口
同
一
。
I
E
E
E
S
E
E
-
ミ

論

第
十
九
巻

(
第
四
貌

七

四
七

議

濁
占
の
本
質
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諭

il 

制
占
の
本
質

第
十
九
巻

(
鼻
四
抗

J、
) 

四
七
四

E
2
L同
)

を
件
ふ
事
を
認
め
な
い
の
で
は
な
い
九
然
る
に
拘
は
ら
す
、
梨
本
質
を
以
て
回
明
格
eT
指
令
す
る
自
由
に

あ
り
古
な
し
た
る
も
の
、
自
ら
道
理
な
き
事
Z
は
思
ひ
得
な
い
。

一
般
の
場
合
に
於
て
、
濁
占
岩
は
葉
統
制
の
下

に
定
め
ら
れ
た
る
一
定
数
量
を
一
定
の
供
給
債
格
に
於
て
供
給
す
る
、
而
し
て
此
供
給
痕
格
が
指
令
に
よ
り
て
償

絡
ご
し
て
貫
現
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
、
濁
凸
の
本
質
は
此
一
図
の
事
象
の
何
れ
の
部
分
に
存
す
る
か
o

車
窓
的
統

制
の
下
に
供
給
数
量
が
決
定
せ
ら
る
、
時
は
所
謂
「
決
定
的
な
る
は
数
量
な
b
」
、
実
質
の
数
量
吉
田
偶
格
芭
が
之
に

よ
h
て
決
定
せ
ら
る
、
か
。
然
ら
守
し

τ、
供
給
数
量
古
は
必
然
的
聯
絡
な
〈
.
供
給
債
絡
が
指
令
せ
ら
れ
て
責

買
の
数
量
正
債
格
さ
が
決
定
せ
ら
品
、
か
。
此
二
中
一
を
選
h
u
事
仁
よ
り
、
獅
占
の
本
質
が
或
は
供
給
量
の
車
意

的
統
制
に
求
め
ら
る
イ
〈
、

或
は
岡
慣
格
の
指
令
に
も
ご
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
o

割
払
は
息
ム
、
此
二
者
の
中
、
前
者

は
濁
占
の
一
般
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
が
常
に
然
る
に
非
示
、
後
者
は
ゐ
ら
ゆ
る
濁
占
の
場
合
に
認
め
得
る
。
従

ひ
て
、
濁
占
の
本
質
は
債
格

ω指
令
に
あ
り
、
供
給
数
量
の
軍
意
的
統
制
に
存
し
な
い
1

0

蕊
に
一
の
湘
泉
あ
b
、
其
効
能
顕
著
に
し
て
他
に
代
替
性
を
有
す
る
何
物
も
な
し
ご
す
る
。
其
一
所
有
主
は
此
温

泉
の
濁
占
者
ざ
し
て
、
主
(
入
権
料
た
る
贋
格
を
任
意
に
指
令
す
る
事
を
得
る
o
此
場
合
、
供
給
数
量
が
所
有
主
の

意
士
山
に
よ
り
て
統
制
せ
ら
れ
・
此
統
制
に
よ
り
て
定
ま
れ
る
数
量
に
よ
り
て
供
給
せ
ら
品
、
事
を
ま
ち
て
償
格
が

決
定
せ
ら
る
、
に
非
中
。
要
す
る
に
、
此
濁
占
の
場
合
に
は
(
こ
れ
が
濁
占
の
定
型
的
な
る
-
一
場
合
で
ゐ
る
事
じ

闘
し
て
は
ク
ル
ノ
オ
の
古
典
的
な
る
考
察
を
見
ょ
、
近
〈
は
オ
ッ
ト
ォ
・
ヨ
ン
ラ
ア
ト
の
円
。
-
ト
ロ
己
包
同

EHO
を
見



よ
)
供
給
数
量
の
統
制
な
し
、
而
も
そ
れ
が
締
占
た
る
所
以
は
償
格
が
供
給
者
的
意
志
に
よ
り
て
自
由
に
指
令
せ

ら
る
、
献
に
存

t
る
o

一
日
枇
舎
に
た
ャ
一
の
み
存
す
る
劇
場
、
活
動
潟
異
館
、
又
は
濁
占
的
交
通
機
関
に
関
し
て

も
同
様
な
る
事
象
を
認
め
得
品
。
勿
論
、
此
等
の
劇
場
叉
は
交
通
機
関
に
ゐ

h
τ
は
座
席
の
数
が
一
定

L
、
従
ひ

て
供
給
数
量
が
国
定
的
な
る
か
に
見
え
る
o

然
れ
ど
も
、
此
座
席
り
教
を
以
て
供
給
数
量
ご
見
る
事
嘗
ケ
得
守
、

か
〈
見
得
る
に
し
て
も
此
数
量
は
償
絡
の
上
に
何
等
の
決
定
的
勢
力
を
有
し
な
い
。
そ
の
数
が
無
限
に
大
な
ち
ご

す
る
も
、
債
格
が
若
れ
い
ご
は
濁
立
に
決
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o

温
泉
の
務
場
が
狭
少
な
り
ご
も
祉
曾
の
み
一
成
員
を
容

れ
て
依

b
あ
る
ほ
ど
に
大
な
り
ご
も
、
入
浴
料
の
決
定
ピ
入
務
者
の
数
に
は
関
係
す
る
所
が
な
い
。
叉
例
へ
ば
機

カ
の
作
用
に
よ
り
て
一
枇
舎
の
宰
気
の
供
給
が
一
人
の
震
に
澗
占
せ
ら
る
ご
せ
よ
。
供
給
の
数
量
が
無
限
に
大
で

あ
る
、
而
も
、
・
彼
が
一
百
人
分
を
限
h
て
供
給
す
る
場
令
ご
、
師
個
格
ド
於
て
は
同
一
で
あ
り
得
る

(
此
場
合
、
債

格
を
強
制
に
よ
り

τ定
ま
る
ご
見
る
べ
き
に
非
子
、
表
気
の
獅
占
ま
で
に
は
強
制
が
あ
る
、
濁
占
ぜ
ら
れ
た
る
以

土
、
強
制
な
き
を
得
る
)

0

私
の
立
場
は
他

ω反
面
か
ら
叉
強
み
を
得
る
ご
思
ふ
。
供
給
又
は
販
賓
の
組
側
占
ご
並
び
て
需
要
又
は
購
買
の
獅

占
を
認
な
る
時
、
岩

L
前
者
山
本
質
に

L
て
供
給
数
量
の
草
意
的
統
制
に
あ
り
ご
せ
ば
、
後
者
の
本
質
も
亦
之
ご

平
行
し
て
、
需
要
数
量
り
車
窓
的
統
制
に
存
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
C

然
ら
ば
、
購
買
濁
占
に
於
て
濁
占
者
は
常
に

必
中
需
要
数
量

ω車
意
的
統
制
を
行
ひ
っ
、
あ
る
か
、
之
を
行
ふ
こ
さ
に
よ
り
て
需
要
償
格
の
高
苫
を
債
格
の
高

論

議

摘
出
山
本
質

第
十
丸
巻

(
第
四
蹴

:1L 

凹
七
五



首官

議

描
占
白
本
質

第
十
九
番

(
第
四
時
制

。
) 

四
七
六

き
ご
し
て
賞
現
し
っ
、
あ
る
か
。
か
の
供
給
数
量
の
統
制
に
於
て
、
獅
占
者
は
一
般
に
(
反
封
の
場
合
は
ゐ
る
が
)

其
数
量
を
制
限
し
て
利
潤
の
最
大
量
を
獲
得
せ
む
ご
す
る
o

然
ら
ば
購
買
濁
占
に
あ
り
て
も
、
調
占
者
は
需
要
数

且
思
を
制
限
し
得
る
か
、

こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
、
叉
彼
に

Lτ
瀦
占
的
地
位
に
め
る
限
h
、
之
を
敢
て
し
な
い
。

反
封
に
需
要
数
量
を
増
加
す
る
可
能
は
あ
る
が
、
然
ら
守
し
て
、
其
増
加
な
き
場
合
も
あ
る
o

か
〈
て
、
購
買
溺

占
に
あ
v

り
て
も
需
要
数
量
の
翠
意
的
統
制
は
必
十
し
も
行
は
れ
字
。
又
一
増
加
な
き
場
合
に
あ
り
て
は
、
同
情
格
が

需
要
数
量
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
れ
十
o

例
へ
ば
消
費
財
(
草
幾
財
)
の
う
も
必
要
品
に
し
て
他
に
従
た
る
用
途
な
き

も
の
、
奪
修
口
聞
に

τも
財
の
性
質
上
)
定
数
量
以
上
を
要
せ
、
さ
る
も
の
、
生
産
財
に
て
も
仕
事
の
仕
掛
が
一
定
せ

こ
れ
ら
は
購
買
濁
占
者
凶
需
要
に
か
、
る
・
と
し
て
も
、
需
要
一
数
量
が
増
加
せ
宇
吉
見
得
る
o
濁
占
者
は

此
数
量
を
増
加
(
又
は
減
少
)
せ
し
め
ぎ
れ
ど
も
、
英
強
み
仁
よ
り
て
煩
格
を
指
令
[
得
る
o

二
寅
際
上
、
需
要
が

無
限
に
大
な
る
場
合
に
あ
り
て
も
、
濁
占
者
は
債
格
を
指
令
し
得
る
、
而

L
τ
此
債
格
は
勿
論
需
要
数
量
に
よ
り

る
場
合
、

て
は
定
ま
ら
ぬ
。
例
へ
ば
、
今
日
政
府
の
買
上
「
る
煙
草
(
生
湾
額
が
ど
こ
ま
で
上
る
己
も
買
上
げ
ら
る
、
限
り
)

の
如
、
ョ
、
唯
一
の
資
本
家
が
金
融
宵
働
岩
を
雇
傭
し
て
獲
さ
し
V

る
場
合
の
如
、
さ
)
、
共
に
然
、
り
o

要
す
る
に
濁
占
の

本
質
を
需
給
数
量
の
軍
意
的
統
制
に
あ
り
ご
見
る
考
は
販
資
濁
占
の
場
合
じ
蛍
ら

F
る
ご
等
し
〈
、
或
は
一
見
に
強

き
意
味
を
以

τ、
購
買
猫
占
の
場
合
に
常
ら
な
い
。
か
く
て
私
は
濁
占
の
本
質
を
ば
債
格
の
指
令
に
見
る
。



優
勝
の
地
位
の
二
種
|

1
財
の
種
類
に
於
け
る
、

方
法
に
於
け
る

多
占
t
品
比
一
に
、
濁
占
正
岡
別
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
、
新
良
、
或
は
優
勝
の
地
位
が
あ
る
。
多
占
が

(
或
る
経
度

に
於
は
る
)
競
守
の
不
存
を
意
味
し
た
る
に
封
し
、
優
勝

ω地
位
(
〈
。
ロ
ロ
四
ω哲
也
門
戸
O

ロ)

は
競
争
の
向
ほ
未
に
し

き
ふ
さ
を
意
味
す
る
。
前
者
は
競
弔
ず
の
潜
在
を
伴
は
古
れ
ど
も
、

一
】
れ
は
そ
の
潜
在
セ
件
ふ
。
従
ひ
て
現
在
に
於

て
は
優
越
が
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
此
優
越
は
持
続
的
で
な
い
、
一
誌
は
uv

来
る
べ
き
競
争
に
よ
り
て
除
去
せ
ら
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
此
競
争
に
よ
り
て
除
去
せ
ら
る
、
性
質
が
-
-
れ
ご
多
占
ご
を
区
別
す
る
Z
共
に
ま
た
、

れ

ご
溺
占
ご
を
も
匝
別
す
る
。

優
勝
の
地
位
=
一
五
ふ
言
葉
は
庚
汎

ω意
味
を
有
す
る
。
従
ひ
て
そ
れ
は
必
中

L
も
蕊
に
述
ぷ
る
が
如
き
意
味
に

於
「
し
用
ひ
ら
れ
す
、
真
に
鏑
占
ご
多
占
ご
を
も
合
ま
し
む
る
事
が
ゐ
る
o

併
し
な
が
ら
今
は
之
に
此
こ
者
を
除
外

し
た
る
、
限
定
せ
し
め
た
る
用
義
を
奥
ふ
o

此
優
勝
の
地
位
又
は
新
良
は
生
産
の
方
法
(
組
織
ご
技
術
ご
を
意
味

す
る
)
又
は
生
産
せ
ら
る
、
財
の
何
れ
か
の
黙
に
於
て
優
秀
な
る
ヲ
}
ご
に
外
な
ら
院
、
他
人
が
之
を
模
倣
1
同
一

の
立
場
に
於
て
競
争
す
る
に
至

h
得
や
さ
云
ふ
の
で
は
な
い
、

た
い
現
在
日
間
良
を
占
む
る
人
の
創
意
又
は
俊
敏
な

る
活
動
に
よ
り
て
或
る
相
何
度
の
抜
げ
駆
げ
を
な
し
C
ゐ
る
に
止
ま
る
。
勿
論
事
買
に
就
い

τ云
ふ
な
ら
ば
、
主
一
地

諦

'J{，; 

掲
占
心
本
質

刷
用
十
九
番

(
第
四
競

判
七
七
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1四

費生

調
占
の
本
質

第
十
九
笹

(
第
四
枕

凹
七
八

位
が
他
人
の
競
守

ω久
L
く
生
じ
京
市
ら
古
る
が
潟
に
十
年
十
五
年
り
存
績
を
有
し
、
而
し
て
濁
占
又
は
多
占
の
地

位
に
あ
る
も
の
が
枇
曾
の
後
遠
の
震
に
一
年
又
は
二
年
仁
し
て
芸
地
位
を
夫
ム
事
は
あ
h
得
る
。
然
れ
ど
も
、
濁

占

χ
は
多
一
占
は
其
本
質
上
、
必
然
的
に
他
の
競
争
又
は
追
随
を
許
さ
守
、
新
良
は
共
本
質
に
基
き

τ他
人
の
模
倣

を
合
み
、
競
府
中
の
潜
在
を
件
ふ
。
此
新
良
は
必
中
し
も
V

ユ
ム
ペ
エ
タ
ア
的
意
義
に
於
け
る
新
し
き
結
令

ωみ
に

限
る
の
で
は
な
い
。
現
存
せ
晶
財
を
供
給
し
、
又
は
現
存
せ
る
生
産
方
法
に
於
て
生
産
す
る
に
止
ま
る
ご
し

τ

も
、
十
分
な
る
競
守
に
よ
り
て
生
産
接
の
原
則
が
債
格
を
支
配
し
剰
伶
を
消
滅
す
る
に
至
ら
ぎ
る
俣
市
り
、
な
ほ
一

定
財
の
供
給
者
.

一
定
の
生
産
方
法
に
於
け
る
生
産
者
は
優
勝
の
地
伎
に
立
つ
も
の
さ
一
計
ひ
得
る
。

‘
私
は
A
1
振
り
蹄
り
て
、
縮
問
占
ご
多
占
及
び
新
良
己
の
境
界
を
概
観
し
た
い
吉
田
山
ふ
。
濁
占
は
岡
間
協
帽
の
高
3
の
決

定
が
草
意
的
な
る
貼
に
於

τ
(
真
に
反
謝
意
見
の
乏
し
か
る
べ
き
一
言
葉
を
用
ふ
れ
ば
、
需
給
の
排
他
的
に
支
配
せ

ら
る
、
黙
に
於
て
)
多
占
ど
異
な
り
、
ヌ
新
良
己
も
異
な
る
。
耐
も
ま
h
H

、
濁
占
ご
多
占
ご
は
共
に
競
争
の
不
存

を
意
味
す
る
貼
に
於

τそ
の
潜
在
を
件
ム
新
良
正
異
な
る
。

hr
〈

τ三
者
の
隔
別
は
十
分
に
明
確
に
な
り
得
る
正

信
子
Z
o
而
し
工
此
新
良
は
前
逃
の
如
〈
こ
の
方
面
に
於
て
成
立
す
る
。

一
方
財
の
稲
類
の
方
面
に
於
て
、
他
L
H

生
産
方
法
の
方
面
に
於
て
。
前
者
に
あ
り
て
は
財
が
本
質
上
任
意
に
増
加
し
得
べ
か
ら
や
ご
一
五
ふ
に
非
北
九
競
守

の
な
ほ
未
に
し
き
問
、
云
は

v
一
時
的
稀
少
の
故
に
、
岡
田
格
が
生
産
費
に
よ
・
り
て
決
定
せ
ら
れ

F
る
事
を
得
る

私
は
オ
ッ
ペ
ン
ρ

イ
マ
ア
の

d
E
E耳
目
。
ロ
O
唱。-

ご
一
五
へ
る
も
の
も
大
抵
こ
の
中
に
麗
せ
し
め
得
る
正
一
応
ふ
)
。



級
車
咽
仁
ゐ
り

τは
、
財
の
債
格
が
生
産
費
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
れ
る
け
れ

Y
一
も
、
共
優
勝
の
地
位
の
故
に
生
産
費

を
節
約
し
得
た
る
丈
、
超
費
俄
剰
を
得
る
唱
』
ご
、
な
る
o

か
〈
て
、
財
の
積
類
仁
於
け
る
新
良
は
か
の
多
占
的
も

任
意
に
増
加
し
得
べ
か
ら

F
Z
財
に
闘
す
る
多
占
ご
頗
る
越
を
近
く
す
る
の
を
見
る
。
此
聞
の
差
異
は
た
い
前
者

が
一
時
的
に
し
て
後
者
が
永
続
的
な
り
Z
云
ム
一
駄
に
存
す
る
を
鬼
る
。
新
良
を
以
℃

E
。
5
3
F
Z向。
m
E
-
5同

t
云
ふ
よ
h
も、

さ
稀
す
る
の
常
れ
る
を
思
ム
。

h
u
し
ろ

Huo-
可唱。一
m
w
H
Z
m
o
m
一日刊]一己口問，

 

四

地

位

節
費
・
の

こ
、
ま
で
考
を
進
的
来
れ
ば
、

な
は
な
ほ
多
占
の
外
に
、
新
良
三
根
め
て
類
似
を
宥
し
な
が
ら
永
続
牲
に
於
て

之
己
分
た
る
ぺ
き
地
位
の
存
す
る
を
認
め
得
る
o

郎
+
h
J

新
良
の
二
方
面
中
、
財
の
稲
類
に
関
す
る
も
の
ご
相
調
熔

し
て
多
占
が
あ
る
、
競
争
に
よ
る
一
時
性
の
増
減
如
何
に
よ
り
二
者
は
相
通
や
る
、
詳
言
す
れ
ば
、
多
占
若
し
此

一
時
性
伝
得
る
に
至
れ
ば
新
良
吉
な
り
、
新
良
若
し
此
性
質
を
失
へ
ば
、
多
占
ご
な
る
o

新
良
の
他
の
方
面
、
郎

も
生
産
方
法
に
闘
す
る
も
の
Z
同
様
な
る
関
係
に
立
つ
或
る
地
位
な
き
か
。
訟
は
今
か
、
る
地
位
の
存
在
を
認
め

こ
れ
に
劃
し
て
慌
に
節
費
の
地
位
、
己
云
ふ
名
稗
を
奥
ふ
る
。
此
場
合
、
そ
の
生
産
す
る
財
が
任
意
に
増
加
し
得
ぺ

か
ら
宇
て
一
式
ふ
の
で
は
な
い
、
従
ひ
て
一
般
仁
生
産
費
以
上
の
債
格
を
有
す
ご
一
五
ム

ωで
は
な
い
。
然
れ

y-も、

生
産
の
方
法
に
於

τ、
生
産
費
全
他
の
競
争
者
に
比
し
て
低
ぞ
b
し
ひ
る
こ
ご
を
得
る
が
た
め
、
幾
分
の
超
費
除

論

護

指
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第
寸
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四
挽
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四
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四
λ
0

剰
を
得
る
。
而
も
此
生
産
費
の
節
約
，
己
一
五
ふ
ニ
ご
が
其
本
質
上
、
他
の
競
争
に
よ
り
て
消
滅
す
る
-
}
ご
は
な
い
。

例
へ
ば
、
新
に
後
明
せ
ら
れ
た
る
機
械
の
使
用
者
は
一
時
他
の
企
業
者
に
比

L
て
生
産
費
を
節
約
し
待
ぺ
〈
、

"" 

は

v
新
良
の
地
位
に
立
つ
、
然
れ
ど
も
其
地
位
は
他
の
企
業
者
が
皆
此
機
械
を
採
用
す
る
に
及
び
て
消
失
し
去
る

べ
き
も
の
で
ゐ
品
。
然
ゐ
仁
、
財
の
需
袋
地
へ
の
地
理
的
接
近
、
生
産
技
術
の
た
め
じ
有
利
な
る
地
利
的
性
質
等

の
如
き
も

ω
は
、
自
ら
(
他
の
生
産
者
に
比
較
L
て
)
其
生
滞
袋
セ
節
約
せ

L
め
る
、
而
も
此
等
の
特
徴
従
ひ
て
生

dR費
に
関
す
る
芝
盆
は
模
倣
し
得
ら
る
べ
き
生
産
の
組
織
任
怠
に
買
入
れ
ら
る
ぺ
き
機
械
原
料
の
上
に
存
せ
ざ
る

が
故
に
、
競
争
に
よ
り
て
取
ら
去
ら
れ
ざ
る
も
の
、

一五はし
v
永
続
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
の
生
産
方
法
の
新
良

ご
此
節
費
の
地
位
正
の
差
異
は
た
よ
腕
四
ず
に
よ
る
除
去
の
可
能
な
る
か
否
や
、
従
ひ
て
一
時
性
を
帯
ぷ
る
や
否
や

に
存
す
る
。

今
ま
で
述
べ
来
れ
る
獅
占
、
多
一
出
、
新
良
等
の
関
係
己
隔
別
ご
を
{
供
給
を
中
心
ご
し
て
)
表
示
し
た
い
ι
。

-
供
給
E
宝
配
す

(
る
古
志
白
搬

斗
競
争
に
よ
る
除

μ
去
山
可
能

り
生
時
費
の
慣
格

ド
決
定

。
超
費
飴
剃
り

わ
い
一
般
性

リ
超
費
蝕
剰
白

山
い
有
続
性

燭

占

(一)

(ー)

(寸)

(十)

多

占

多

{ー)

(ー)

)
 

}
 

(
 

(十)

印

刷

耳

目

地

位

多

( --) 

(十)

(ー)

(十)



新

良
(
則
自
和
類
)

事

(寸〉

(一〉

(十}

(ー}

新

良

(

生

陸

方

法

)

多

(十)

(-[-) 

(ー)

(一)

前
表
に
於
て
競
守
に
よ
る
除
去
の
可
龍
三
五
ふ
は
他
の
同
視
の
企
業
争
轡
む
も
の
又
は
管
ま
む
己
す
る
も
り
が

こ
れ

Z
競
争
し

τ共
地
位
を
取
h
去
り
う
る
や
否
や
を
云
ふ
。
一
を
印
し
わ
ん
る
も
の
は
こ
の
除
去
の
不
可
能
な
る

を
示
す
の
で
あ
る
o
次
に
生
産
費
が
債
格
を
決
定
す
る
や
、
否
ゃ
を
考
へ
こ
の
決
定
の
認
め
ら
る
、
も
の
に
十
を
附

す
る
0

3
さ
4
ご
は
相
表
裏
し
、

2
t
5
さ
は
相
表
裏
す
る
、
従
ひ
て
4
5
の
二
者
は
事
象
を
詳
し
〈
示
き
な
が

震
に
添
加
し
た
る
蛇
足
に
過
ぎ
ぬ
。
1
2
3
に
於
げ
る
十
一
の
組
合
せ
が
そ
れ
ぞ
れ
五
積
の
場
合
の
特
徴
を
示

L

て
ゐ
る
o

拾
い
今
、
生
産
費
が
債
怯
帽
を
決
定
す
る
ご
一
五
ム
噂
}
苫
に
閲
し
て
は
夏
に
立
入
り
た
る
考
察
を
要
す
る
事

ご
思
ふ
。
軍
位
の
生
産
費
を
増
加
せ
す
し
て
任
意
に
増
加

L
得
ぺ
き
財
Z
否
ご
に
闘

L
て
、
等
し
く
此
生
産
費
三

云
ふ
言
葉
山
炉
内
容
金
異
に
す
る
。
又
特
殊
の
地
位
=
一
疋
ふ
哲
の
ご
競
争
ご
の
閥
係
に
つ
い
て
顧
慮
す
べ
き
鮎
が
ゐ

る
。
併
し
な
が

ι今
こ
れ
に
立
入
ら
中
に
置
〈
、
設
〈
ぺ
き
事
な
は
別
に
多
き
が
故
で
あ
る
o

昨日一
V
雨
天
下
位占

此
闘
表
の
一
市
す
所
は
突
の
如
[
O
財
の
新
良
=
多
占
己
は
相
応
じ
、
方
法
の
新
良
正
節
費
の
地
位
t
d
相
熔
宇

日命

議

弱
占
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本
質
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九
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問
J、

る
。
然
れ
ど
も
濁
占
に
あ
b
て
は
此
二
者
の
匝
別
に
封
勝
す
る
も
の
が
な
い
。
蓋
し
濁
占
に
あ
り
て
は
唯
一
の
侠

給
者
の
み
存
す
る
が
故
に
、
濁
占
財
は
主
(
財
の
稲
類
に
於
て
競
争
者
を
斥
〈
る
所
の
俊
越
を
有
す
る
ご
共
に
其
生

産
方
法
も
亦
唯
一
の
も
の
で
あ
る
、
云
は
い
濁
占
に
於
て
財
の
優
越
吉
方
法
の
優
越
ご
が
不
可
離
に
相
結
合
す

る。
私
は
な
ほ
輔

c
t、
不
自
五
会
濁
占
の
性
質
、
調
占
正
競
守
正
の
闘
係
を
述
べ
て
濁
占
の
性
質
を
真
に
分
明
な
ら

し
め
た
い
ご
思
ム
。五

不

完

全

濁

占

着
服
は
伺
占
そ
の
も
の
、
上
に
鯖
る
o

私
は
-
}
れ
を
目
し
て
、
償
格
を
指
令
す
る
自
由
な
り
ご
云
ふ
。

就
い
て
少
く
も
な
は
二
の
異
論
を
考
へ
得
る
o

こ
れ
に

第
一
、
濁
占
者
の
な

L
得
る
所
は
た
い
γ

供
給
量
を
任
意
に
増
減
L
得
る
事
の
み
、
所
詞
「
数
量
は
決
定
的
の
も

の
な

h
」
、
立
(
他
は
市
場
の
機
制
が
之
を
行
ひ
債
格
も
亦
之
に
よ

h
て
定
ま
る
正
云
ふ
考
が
あ
ら
う
。
私
思
ふ
に
、

問
よ
り
猫
占
者
は
音
を
書
〈
が
如
〈
自
由
に
債
格
を
定
め
得
な
い
。
然
れ
ど
も
、
彼
は
市
場
の
紋
況
特
に
需
要
の

紋
態
に
通
暁
し
て
あ
る
4

き
筈
で
あ
る
o

彼
は
こ
の
知
識
に
基
き
自
己
の
泉
げ
む
ピ
す
る
利
潤
を
根
松

Z
L
て、

責
ら
る
〈
き
附
恨
格
Z
数
量
ご
を
珠
見
す
る
、
而
し
て
一
定
の
供
給
債
格
を
申
出
で
る
。
此
供
給
債
格
の
高
さ
に
於



て
深
見
し
た
る
数
量
が
買
取
ら
れ
る
、
禁
致
量
を
貰
る
匁
に
は
、
生
産
額
に
し
て
一
定
の
費
用
字
要
す
る
限
h
之

十
増
減

ι且
つ
供
給
数
量
を
一
定
な
ら

L
め
る
。
新
な
る
生
産
の
震
に
費
用
を
要
せ
守
、
又
は
数
量
に
よ
h
て
費

用
が
甚
だ
し
〈
単
一
な
ら
、
ぎ
る
場
合
に
は
、
供
給
数
量
を
制
限
し
な
い
。
需
要
者
は
他
に
買
入
品
、
途
な
き
が
故

日
供
給
痕
格
に
於
て
代
債
を
支
那
λ
外
は
な
い
。
濁
占
者
に
ご
'
り
で
は
供
給
の
数
量
そ
の
も
の
は
何
等
協
す
る

所
な
し
、
彼
の
関
係
す
る
所
は
軍
位
の
槙
格
三
賃
上
げ
ら
る
、
数
量
で
晶
る
。
前
者
に
よ
り
て
の
み
後
者
定
ま

る
、
従
ひ
て
彼
は
前
者
を
指
令
す
る
、
他
は
市
場
の
機
構
之
を
行
ふ
。
勿
論
経
済
の
動
的
な
る
場
合
、
或
は
彼
が

市
場
の
妹
況
に
通
暁
す
る
事
乏
し
き
場
令
、
或
は
彼
が
買
手
に
劃
L
て
非
経
済
的
仁
弱
み
を
有
す
る
場
合
、
或
は

彼
が
利
他
的
道
徳
的
の
諸
動
機
に
よ
h
τ
強
〈
動
き
る
、
場
合
に
は
、
此
師
慣
格
の
指
令
が
十
分
な
り
ね
す
、
こ
の

事
は
明
白
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
理
論
構
成
の
約
束
ご
し
て
こ
れ
ら
の
健
件
hr
除
去
し
、
飽
迄
目
的
令
理
的
に
行
動

す
る
主
健
を
認
む
る
限
h
、
債
格
の
指
令
は
貫
現
L
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
性
質
を
有
す
る
。

次
の
如
き
里
一
見
が
ゐ
ら
う
。
惑
で
来
れ
る
が
如
き
獅
占
は
事
費
に
於
て
存
在
し
な

こ
れ
Z
関
聯
し
て
第
二
、

ぃ
、
世
上
、
問
調
占
Z
し

τ認
め
る
場
合
に
あ
り
て
必
宇
何
等
か
の
競
守
者
が
並
び
存
し
て
ゐ
る
。
従
ひ
て
濁
占
は

な
ほ
他
の
方
法
に
於
て
定
義
せ
ら
る
べ
〈
、
其
本
質
は
他
の
仕
方
に
於
て
叙
述
せ
ら
る
べ
き
で
ゐ
る
ご
。
勿
論
忍

も
事
費
純
粋
の
湖
占
の
場
合
が
殆
ど
存
せ
ぎ
る
を
知
る
o

併
L
な
が
ら
、
枇
曾
科
曲
学
の
版
念
構
成
に
於

τ極
限
の

場
合
を
捉
へ
、
所
調
理
念
型
的
概
念
を
組
立
つ
る
事
は
必
要
に
し
て
常
然
許
古
品
切
へ
き
事
で
あ
る
ご
恩
ム
。
而
し

論
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描
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質
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四
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四
λ
四

て
種
々
な
る
事
情
の
作
用
に
よ

h
て
現
賓
が
ど
こ
ま
で
こ
れ
よ

h
遼

y
か
る
か
を
見
、
又
は
此
遠
F
か
れ
る
も
の

を
一
定
の
定
裂
概
念
に
よ
り
て
捕
捉
す
る
事
は
、
別
に
試
み
ら
る

4
F仕
事
で
あ
る
。

調
占

ω完
全
な
ら
?
、
供
給
の
み
に
就
い
て
云
へ
ば
、
供
給
め
排
他
的
支
配
の
十
分
な
ら
ざ
る
場
合
は
、
普
通

澗
占
ご
解
せ
ら
る
、
も
の
、
大
部
分
を
上
口
U
。
純
粋
な
る
濁
占
を
完
全
な
る
濁
占
、
又
は
絶
劃
的
濁
占
t
云
ふ
じ

針
し
、

こ
れ
ら
は
不
完
全
燭
占
.
相
新
的
濁
占

(
Z
E
Z
Z
Z
Z
冨
E
3
0
}
)
産
業
的
濁
占
(
宮
含
昆
E
-
E
CロO
町
。
守
)

Z
稀
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
あ
り

τは
数
多
の
競
争
者
が
あ
る
け
れ

H

と
も
、
な
ほ
一
経
済
主
慢
の
強
み
、
印
ち
供

給
を
支
配
す
る
力
が
債
格
を
或
る
程
度
ま
で
自
由
に
指
令

L
得
る
に
足
る
の
で
ゐ
る
。
然
ら
ば
か
、
る
相
罰
的
濁

占
の
存
否
は
如
何
な
る
標
準
に
よ
り
て
頒
た
れ
得
る
か
。
私
は
こ
れ
を
次
の
如
く
に
考
へ
る
。
競
宰
者
(
所
謂

。
口
内
乱
且

2
p
〉

5
E
z
z
r自
己
の
)

の
供
給
量
を
合
し
て
な
ほ
需
要
量
に
及
ば
十
(
此
表
現
精
確
な
ら
百
れ
ど
も
今
詳

述
せ
や
)
或
る
他
の
ま
践
の
供
給
量
を
ま
た
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
場
合
・
而
ム
此
後
者
が
供
給
量
の
制
限
仁
よ
り

τ

夏
に
高
言
利
潤
を
曲
事
げ
得
る
場
合
(
更
に
進
み
て
競
争
者
が
共
供
給
量
を
著
し
く
増
加
し
得
。
さ
る
制
限
を
も
必
要

ご
す
る
が
こ
れ
に
も
閲
設
せ
や
)
に
は
、
相
劃
的
濁
占
が
ゐ
る
o

此
場
合
、

ニ
の
附
随
的
問
題
を
考
へ
る
。
第

一
、
嫡
占
者
は
金
供
給
量
の
如
何
な
る
割
合
ま
で
之
を
草
加
畑
に
支
配
す
る
を
得
る
こ
ご
を
必
要
吉
す
る
や
。
こ
れ

に
劃
し
て
質
際
家
は
多
〈
過
宇
郎
ち
五
六
割
以
上
吉
見
る
を
桔
ご
し
て
ゐ
る
。
然
れ
ど
も
理
論
的
に
一
苫
へ
ば
如
上

の
僚
件
を
具
ふ
る
限
h

一
割
な
る
も
な
ほ
そ
れ
以
下
な
る
も
相
劃
的
濁
占
正
し
て
許
き
る
，
へ
き
で
あ
る

Z
思
ふ
。



第
二
、
複
数
の
濁
占
者
の
存
在
は
許
さ
れ
得
さ
る
や
、

如
何
。
復
数
の
濁
占
者
=
一
五
ふ
こ
ご
は
「
形
容
の
矛
盾
」
セ

合
な
さ
も
見
ゆ
る
、
又
前
述
の
考
察
か
ら
は
濁
占
一
小
車
意
的
な

h
z
云
ふ
以
上
許
し
難
L
ご
思
は
れ
る
o
然
れ
ど

も
私
は
次
の
如
主
場
合
に
於
て
、
複
数
濁
占
者
の
存
立
を
認
め
ぷ
る
ペ
か
ら
さ
る
か
吉
信
す
る
。
私
は
今
此
鮎
に

た

v
一
の
忠
ひ
付
き
と
し
て
之
を
記
す
。

つ
い
て
熟
慮
す
る
遣
を
有
せ
争
、

会
一
供
給
量
一
千
凶
崎
県
位
の
償
栴
一

0
0
甲
乙
ニ
阜
噛
以
外
の
供
給
量
六

0
0、
こ
れ
は
生
産
費
低
け
れ
ど
も
帯
産
自
可
能
な

L
o
甲
乙
各
供
時
資
ニ

0
0、
生
産
費
八
。

一二
0
0

一、
0
0
0

ゴL

間
半
位
。
生
産

費
(
町
、
?
とノ

間
半
位
の
利
益

甲
田
止
産
額

叩

の

利

潤

金

供

給

量

取
位
の
債
格

O 

= 
O 
O 

rコ

。

A 

O 
O 

O 
O 

九
O
O

O 

O 

O 

O 
O 

一.
0
0
0

λ
王
。

。

五:
O 

E 
O 

八

O
O

ヨ壬

四

O 

O 

巾
は
生
産
相
を
一

0
0
に
止
め
る
。
而
も
乙
も
郡
阿
様
な
る
ζ

と
を
試
み
得
る
。
二
者
同
時
に
同
一
の
と
と
を
敢
て
す
れ
ば
利
潤
は
各
(
回
目
包
)
×

目
。
H
F
E
O
と
な
る
。

か
、
る
不
完
全
濁
占
の
場
合
に
就
い

τ注
目
す
，
へ
き
こ
ど
は
-
」
れ
ご
競
弔
す
ご
の
関
係
で
め
る
。

こ
れ
が
完
全
の

濁
占
た
り
得
宇
L
て
不
完
全
の
潤
占
た
る
は
一
に
、
他
の
供
給
者
が
競
争
者
ご
し
て
存
在
す
る
に
よ
る
o

然
れ
ど

も
此
際
競
争
は
決
し
て
十
分
な
り
得
宇
。
何
ご
な
れ
ば
、
若
し
そ
れ
が
十
分
な
巳
ぱ
不
完
全
な
る
濁
占
は
韓
じ

τ

論

霊E

調
占
白
本
質

第
f
九
巻

(
第
四
糠

ゴL
) 

四
八
五



論

議

調
占
四
本
質

第
十
九
巻

(
第
四
続

O 
) 

四
凡
六

十
分
な
る
濁
占
Z
な
る
か
或
は
如
何
な
る
形
の
濁
占
も
全
然
消
失
す
る
外
は
な
い
。
例
へ
ば
、
不
完
全
猫
占
者
甲

言
茸
(
他
の
競
争
者
丙
丁
戊
巳
等
が
共
に
供
給
者
で
あ
る
正
せ
よ
。
競
争
が
今
彼
等
の
間
に
十
分
に
行
は
る
、
時

は
、
甲
が
丙
丁
以
外
を
市
場
よ
り
駆
逐
し
終
る
か
、
丙
丁
等
(
般
に
彼
等
を
同
機
な
る
立
場
、
従
ひ
て
同
一
の
仕

掛
を
も
ち
同
二
り
生
産
費
を
要
す
る
も
の
Z
す
る
)
が
甲
を
駆
逐
L
終
る
外
は
な
い
。
甲
の
生
産
費
に
し
て
丙
丁

等
の
そ
れ
よ
り
も
低
け
れ
ば
丙
丁
等
は
逐
ひ
去
ら
れ
て
完
全
の
濁
占
が
成
立
し
、
反
封
に
丙
丁
等
の
を
れ
が
低
け

れ
ば
甲
が
逐
び
去
ら
れ
よ
う
。
双
方
の
生
産
費
相
等
し
ご
す
れ
ば
、
ま
た
甲
り
濁
占
的
地
位
成
立
し
得
中
。
債
格

が
需
給
の
均
衡
に
よ
り
て
定
ま
る
外
は
な
い
。
拡
に
不
完
全
な
る
濁
占
の
成
立

L
得
る
も
の
一
に
次
の
事
情
に
よ

ら
う
o

丙
丁
等
の
純
債
の
仕
掛
小
に
し
て
生
産
額
を
著
し
く
増
加
す
る
を
得
予
、
増
加
せ
し
む
ご
も
・
甲
の
供
給

制
限
が
必
中
金
供
給
量
の
不
足
、
従
ひ
て
生
産
費
以
上
の
慣
絡
を
件
ふ
o

此
際
、
丙
丁
等
の
生
産
費
は
甲
の
そ
れ

よ
り
も
低
き
か
少
〈
も
相
等
し
き
事
を
要
す
る
。
か
〈
て
、

不
完
杢
濁
占
の
存
立
保
件
は
競
争
者
の
規
模
小
に

L

て
(
又
は
其
他
の
事
情
に
よ
り
て
)
十
分
な
る
競
守
を
敢
行
す
る
丈
、
供
給
を
培
加
し
得
5
る
勅
に
存
す
る
o

銃掃す

者
の
供
給
増
加
の
不
能
に
よ
り

tF厳
守
の
制
限
せ
ら
れ
た
る
所
、
濁
占
は
不
完
全
な
る
ま
、
に
存
立
し
得
る
o

未

J台

市


